
町内会や小中学校など、恵庭市に登録している市内の団体及び団体の構成
員のみなさまから排出される、びん・缶・ペットボトルや段ボール・雑誌等
の資源物を収集し、回収業者へ売り払いを行うリサイクル活動のことです。 

集団資源回収を行うことで資源物の売り払い収益を得ることができます。 
さらに、恵庭市に団体登録することで、恵庭市から資源回収奨励金の交付を受
けることができます。 

恵庭市では、こんな方々が登録・回収を行っています！ 

集団資源回収では、市の収集ごみとして排出する場合は、燃やせるごみや燃やせ
ないごみに分類される、「紙製容器包装類」・「布類」・「金属類」などを資源として
受け入れている回収業者もあります。 
集団資源回収をご活用いただくことで、ごみの排出量の削減にもなります。 

町内会 小中学校・PTA スポーツ少年団 

団老人クラブ ＮＰＯ団体 就労継続支援事業所 

団体登録には以下の手順が必要となります。 
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恵庭市廃棄物管理課へ 

「団体登録申請書」を提出 

★市内で活動して

いる回収業者がご

不明の場合は、恵庭

市廃棄物管理課へ

ご相談ください。 詳しくは恵庭市廃棄物管理課まで！ 

令和３年７月１日現在７９団体が登録をしています 
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「キケンごみ」です。

●ガス缶・スプレー缶
（ガス缶・虫よけスプレー缶・日焼け止めスプレー缶など）

●保冷バッグ
（布製のバッグに薄いアルミシートがはってあるもの） 

①中身を使い切る（穴あけは不要） 

②燃やせないごみ袋に『キケン』と
書いて排出する。 

※ほかの燃やせないごみ（電化製品や金

属、陶磁器やガラスなど）と一緒の袋

では出せません。 

※穴あけしたスプレー缶・ガス缶もキケ

ンごみとして排出してください。 

●花火
使用済みであれば「燃やせるごみ」、

未使用であれば水にぬらして「キケンごみ」です。 

「燃やせるごみ」です。 

現在の袋が余ってしまった場合は、差額分

のシールを貼り付けていただき、使用していた

だく予定です。 

詳細については、今後、恵庭市広報、ホー

ムページ等で随時お知らせいたします。 

現在使用しているピンク色の燃やせるご
み用袋が大量に余った場合はシールの
貼付など、ごみを出すのに手間がかかりま
す。計画的な購入とご利用をお願いします。 



汚れていたり、異物が混ざっていたりするペッ

トボトルは、リサイクルの妨げになります。絶対

に資源物として出さないでください（右の例）。 

汚れていたり、異物が混ざっていたりするも

のは、収集いたしませんので、以下のとおり分別

してください。 

① 可燃物（紙などの燃やせる素材）が中に入っ

て取れない、ペンキなどの塗料がついて取れ

ないペットボトルは燃やせるごみへ。 

② 不燃物（金属などの燃やせない素材）が中に

入って取れないペットボトルは燃やせない

ごみへ。 

キャップ等が取れない 

中に可燃物が入って 

取れない 

中に不燃物が入って 

取れない 

塗料がついて汚れが 

取れない 


